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平成２２年５月２４日 

（一部改正：平成２７年４月２日） 

下関市福祉部介護保険課 

 

「同居家族等がいる場合の生活援助の算定」について（留意事項） 

 

 

●相談票様式作成の目的等 

 生活援助（調理、洗濯、掃除等の家事の援助）については、基準等により、「単身の世帯に属する

利用者」または「家族等が同居している利用者であっても、家族等の障害・疾病等の理由により、

家事を行うことが困難な利用者」に対して行った場合に算定ができるとの旨が規定されています。 

しかしながら、家族等に障害・疾病がない場合でも、様々な事情により生活援助を利用せざるを

得ないケースもあり、そのような場合、本市においてはケアマネジャー等から状況を聞き取ったう

えで個別に算定の可否を判断してきました。 

この度、生活援助の利用に関する相談・確認作業をより円滑に行うため、本市へ相談する際の様

式を定めました。下記の留意点を確認のうえで、該当する利用者については必ず相談票等の提出を

行ってください。 

 

●相談票作成の際の留意点 

・生活援助を導入する際には「生活援助の算定の流れ（２ページ）」を参照の上で、必要に応じて

「同居家族等がいる場合の生活援助算定 相談票」を作成し、ケアプラン（居宅介護支援の場合

は第1･2･3表）及びアセスメント票（介護予防支援の場合は利用者基本情報）とともに本市ま

で提出してください。市担当者間で協議の上、検討結果を電話等にてご連絡します。 

・今回お示しする相談票は、「同居家族等が障害・疾病の状態ではないが、やむを得ない事情があ

り生活援助が必要な場合」に提出していただくものです。生活援助を提供しているすべてのケ

ースについて提出をお願いするものではありませんのでご留意ください。提出の要否について

は、「生活援助算定相談票 提出要否判断フロー」を参照し、確認してください。 

・相談票の提出により生活援助の提供を開始した事例については、援助内容に変更があった場合

のほか、要介護（要支援）認定の更新又は区分変更によりケアプランを見直す際には必ず、相

談票を再度作成し提出してください。なお、相談票提出後に独居生活となった事例や、家族等

が障害・疾病の状態となった事例については、相談票の提出は不要です。 
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必要性を検討

家族等の援助

別居

同居家族等が援助できる

同居家族等が障害・疾病 その他の理由

・同居家族等に対する介護
　保険サービスの導入等も
　視野に入れ、総合的な援
　助がなされるように検討
　します。

・同居家族等に障害・
　疾病はないが、援助
　できないやむを得な
　い事情がある場合は
　、必ず本市に相談し
　たうえでサービスを
　導入します。

必要に応じて随時、見直しを行う

・家族や周囲の関係者の協力が得られないか確認します。

同居

同居家族等が援助できない

サービス利用の開始

訪問介護計画への位置付け

サービス担当者会議の開催

居宅サービス計画への位置付け

・他のサービスや身体介
　護等の導入で家族の介
　護負担軽減を図りなが
　ら、協力を求めます。

・家族等の協力を得られ
　ないか、よく確認し働
　きかけます。

生活援助の算定の流れ

・計画書第１表「生活援助中心型の算定理由」及び経過記録（介護予防支援の場
　合は経過記録のみ）にサービス導入の理由と経緯が分かるように必ず記載しま
　す。

具体的なサービス内容の検討

・代替できるインフォーマルサービスはないかを再度検討します。
・提供するサービス内容自体が、保険給付として適切な内容かどうかを再度確認
　します。

・利用者にとって本当に必要なサービスかどうか良く見極めます。
・利用者本人が「できる行為」又は「今後できるようになる可能性がある行為」までヘルパーが
　代行することで機能低下を招いてしまわないように十分留意します。

必要に応じて保険者（本市）へ相談
相談票提出の要否について

は、別紙「生活援助算定相
談票 提出要否判断フ
ロー」で確認してください。

家族等が援助できない理由は・・・


